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審査饋求人

上 記 審 査 請 求 人 （以 下 「請 求 人 」 と い う 。 ） か ら 平 成22 年 ６ 月16 日 付 け
で 提 起 の 生 活 保 護 法 （昭 和25 年 法 律 第144 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） に
基 づ く 扶 助 費 の 再 支 給 に 係 る 保 護 変 更 申 請 却 下 処 分 （ 以 下 「本 件 処
分 」 と い う 。 ） に 対 す る 審 査 請 求 に つ い て 、 次 の･と お り 裁 決 し ま す

。

｡主　 。文　　　　　　　卜　　　　　　　　　　づ　 。　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
京 都 市 中 京 福 祉 事 務 所 長 が 平 成22 年 ６ 月14 日 付 け で 請 求 人 に 対 し て 行 っ

た 本 件 処 分 を 取 り 消 す 。　　　　　　　 十

理 由　　　 ∧
・　　　　 ●　　　　　　　　　 ・　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　 ，　　　　　　　

ｌ　　　　
，･　　・１　 審 査 請 求 の 要 旨　　　　　･･　　　　　　　　　　

卜　　 ＼
京 都 市 中 京 福 祉 事 務 所 長 （ 以 下 「 処 分 庁 」 と い う

． ） が 平 成22 年 ６ 月

14 日 付 け で 行 っ た 本 件 処 分 に 対 し ， 次 の 理 由 に よ り 処 分 の 取 消 し を 求 め
る も の で あ る

○　　　　　　　
．，．　　　　　　･ｉ　　　　　 ．　

・　　 ｀　
，　　　　　　　

ｌ　．|

、請求人は、生活費の一部及び家賃料の合計86, 000円が
盗に奪われたため、生活するお金がなく、家賃も支払え

な い 状 態 に 陥 っ た 。∠そ こ で 、 処 分 庁 に 対 し て 扶 助 費 の 再 支 給 に 係 る 保 護

変 更 申 請 ＼（ 以 下 「変 更 申 請 卜 と い う 。 」 を 行 っ た が 、 処 分 庁 に 「 当 該
月 の 生 活 に 充 て る べ き 費 用 の 大 部 分 を 持 っ て 深 夜 に 出 歩 く 等

、 社 会
通 念 上 ÷ 般 に 要 求 ざ｡れ る 程 度 の 注 意 を 損 な っ 七 い る た め 」 と の 理 由

１　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　。で 却 下 さ れ た 。　　　 ＼　 コ　　　　　　　 ニ　　　　 ‥

しかjし、請求人は、強盗に遭った当日、家賃を家主に直接手渡し
で支払うために深夜に外出し、生活費の一部及び家賃料の入った財布
を強盗に奪われたのであり、て社会通念上一般に要求さ:れる程度の注
意を損なっているため」との理由による本件処分は違法又は不当で
あ？て受け入れられず、扶助費の再支給を求める。十､ ‥ ‥

２　処分庁の弁明の要旨　　　　　　 十　　　　　　　 、レ　　　　 十
（1） 請求人は、法による保護を申請し、処分庁は、平成21年10月１日
犬 付けで請求人世帯め保護を開始した。　　　　　　　… ……
（2） 平成23年６月２日、処分庁は、諳求人に対し、伺年６月分の扶助
費124｡1 盛5L奎益塞ム名義の口座に振り込んだ

Ｏ　　　　　　 二、
（3）

工 二⊇
二一 一″ぐ ］、姐分庁は、請求人から同年６月分・ 扶助費を

白盗薙に衢 冽 紅隰 篦苙 め心再度求給し七欲鰰 と`Ｏ夘談を受け
ヽ
に ］
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理し、以下の点を聴取した。　　　∇　　　・
、請求人は、同月分の扶助費のうち、124,000

レ 円 を 口 座 か ら 引‾ぎ 厨 し 、 約34,  000 円 を 借 金 返 済 等 に 充 て た ご と 。
㎜　心 ふtaik-wIxJ ■≫UM<゜゙φ4･･｡･､みヾqgひぶ｡s9.｡｡･.s･4な･･7-　　　　　　・イ[ 二 二 二

一一 一一 一一一‘‾‾ ‾]、 同 月 分 扶 助 費 残 額 の う ち 、86,  000一 一 一 一 一
円 を 持 う て 、 請 求 人 宅 の 近 所 の ラ ー メ ン 屋 へ 行 く 途 中 、

卜 殴 打 さ れ
財 布 を 奪 わ れ た こ と及 び 請 求 人 は 、 警 察 に 通 報 し 、 警 察 に よ る 実

況 見 分 後 、 病 院 に 救 急 搬 送 さ れ た こ と
Ｏ　　　　　　　　 。

ウ　 事 件 後 、 買 い 置 き の 食 料 を 食 べ て い た が ほ と ん ど な く な り 、 電

気 も止 ま る お そ れ が あ る ご と ＿＿｡、 ∧　　 卜　　　　 ＼
（4 ） 平 成2 多年 羝 月､8 彫 処 分 庁 はヽ

回
丿
警 察 薯 か らヽ 請求 奏 が扶助費|

の 盗難 に 係 る 被 害 届 を提 出 し てい るこ とを確認 した
○･･　　　　　　ｊｓ（５） 平 成22 年 ６月11 日、 処 分 庁 は 、 当 該 月 の生 活 費 の大部分 を持って

深 夜に出歩く等不自然 な事実 が認 められ るため、変更申請 を却 下する
と の方 針 を決 定 し、､同 年6  M  15 日本 件 処 分 に係 る決 定 通 知 書 （以 下

「通知 書」とい う。寸 を請求人 に交付し たＯ,＿-二か〃w 心･－－－ －－
■-
ｒ＝。。

（6 ）し 平 成22 年 ７月 ？日、 処 分 庁 は 、 請 求 人 が|　　　 一一一一‘ ‾’‾゙″‾　1｡こ｡ssl
●心Maa･Ｊ.匚フ プTi、 前顔 部 打撲 及 び 頭 部 打 撲 に よ り 治療を受 けたことを病院に確認

し た。　　　＼

（7 ） 「生 活 保 護 法 に よる 保 護 の 実 施 要領につい て」 （昭和38 年 ４月 １ 日
社発 第246 号厚 生省 社会 局長 通知 。 以 下 「局長 通知」 とい う。）第10 の
４ は、 扶助 費 の 再支 給が認 め られる場合として、 「災害のために前渡保
護 金品等を流失 し、又は紛失 した場合」と 「盗難、強奪その他不可抗力
ﾚに よ､り前渡保 護 金 品等 を失 っ た 場 合 」の２つを挙げており、さらに 「生
活 保護 法による保護の実施 要領り 取扱い につい て」 （昭和38 年 ４二月１
日 社 保 第34 号 厚 生 省 社 会 局 保 護 課 長 通 知 。 以 下 「課長 通知 」づとい
う。） 第10 の16 の答 は、 「盗 難 、 強 奪 」 の場 合 は警察に被害届を 出し
捜 査依頼を必ず 行 わせ る/よ う、 「そ の 他 不 可抗 力」 の場合 は社会 通念
上一般 に要求 される程度 の注 意をしてい たかに留 意するよ う示し 七い

Tる。　　　　　　　　　　　　　　　　 二　　　　　　　　 ＼ ／
（8 ） こ れ は 、:扶 助 費 の 再支 給 は 、 被 保 護 者 の責に帰 さないやむ を得 な
い事 情がある場 合に限って認 められるものと考 える。

（9 ） し た がっ て 、 強 奪 の事 実 の認 定に 当たって も、実質的｡‘に 見 て 不 可
抗 力 とい え るこ と が必要であ り、 請求人 が、深 夜 の時間帯に当該月 の
生活 に充 てるべ き扶助費の大部分 を持う て外出したことは明らかに不
自然で あるた め、j本 件 は 強 奪 と認 め ら れ ない も の と判断してい る。

(10) ま た 、 請 求 人 が4 深 夜 の 時 間 帯 に 当 該爿 の生 活 に充て 咎べき 扶助
費 の大部分を持って外出したこ とは、社会通念上一般 に要求される程
度の注 意を失していたことが明 らかであ るため、’局長通知第10 の ４ にJ
規 定 さ れ る要 件 に 該 当 し ない と判断し、本件処分を行う だもので あり、
違 法又 は不当な点 はなく、 審査請求を棄却するとの裁決を求めるもの
である。卜　　　 ご　犬　　　　　　　　　　 ダ
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３　請求人の反論の要旨　　　　　　　　　　　　　 ≒　十　　　　　　 コ
（1）処分庁は、生活費に充てるべき86, 000円を深夜に持ぢ出し外出した
ことが不自/然であるとしている･が、深夜に外出した理由は、家賃の支
払方法が、家主宅へ行き手渡しで支払う方法であること、家主の事情
で家主が帰宅する深夜Ｏ時前後に家主宅に行くためであり、入居し｡だ
ときから現在まで同様の支払方法で家賃を支払っており、強盗に遭っ
た日も、家賃を支払うため、深夜に家主宅へやむを得ず行ったが、家
主は帰宅しておらず、その足で食事に行く途中に強盗に遭ったもので
ある。　　　　卜　　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　十

（2）生活費の大部分を持ち歩いたのも、自宅マンションはオートロック
ではなく、誰でも自由に出入りでき、また、１階でドアの鍵も古い物
であるため、自宅に現金を置いて外出するより、持ち歩いた方が安全
で安心だと判断したためである。　　　　　十

４ 卜 審 査 庁 の 認 定 事 実 及 び 判 断

（1 ） 認 定 事 実　　　 二　　　　 ト

ア　 請 求 人 は 、 平 成21 年10 月 １ 日 か ら 法 に 基 づ く 保 護 を 受 給 し て い る 。

イ　 平 成22 年 ６ 月 ２ 日 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 に 対 し 同 年 ６ 月 分 の 扶 助 費
网　　　　　　　■　。　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が
と し て124,110 円 を 支 給 し て い る 。∧　　　　 。＿_ ＿_ ＿--- “-- 一亠-一一ｒx３Ｆ･･･仁

ウ　 平 成22 年 ６ 月 ８ 日 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 か ら!　 一 一一一 一 ’゙ ’‾匸 冂

一 一=　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 むー==＝＝=一 一 一一一 一一 一＿言｡ 。
犬　ﾚ ﾋﾞ| に 請 車 岑 自 宅 近 く の ラ ヤ メ ン 屋 に 行 く 途 中 で 顔 面 等 を 殴 打 さ れ 、

同 年 ６ 涯 分 の 扶 助 費 の 残 額 で あ る86,  000 円 の 入 っ た 財 布 を 奪 わ れ た

∧ こ と 、 警 察 に 被 害 届 が 出 て い る こ と 、 病 院 に 救 急 搬 送 さ れ た こ と 及

び 親 族 か ら の 緊 急 の 仕 送 り は 困 難 で あ る こ と を 確 認 し 、 請 求 人 か ら

の 変 更 申 請 を 受 理 し た 。　　　　 十　　　　　 づ
エ　 平 成22 年 ６ 月15 日 、 処 分 庁 拉 、 請 求 人 が 深 夜 の 時 間 帯 に 当 該 月 の

生 活 費 に 充 て る べ き 保 護 費 の 大 部 分 を 持 っ て 外 出 し た こ と は 、 明 ら

か に 不 自 然 で あ り 、 本 件 は 「強 奪 」 と は 認 め ら れ な い と 判 断 し 、 社

会 通 念 上 一 般 に 要 求 さ れ る 程 度 の 注 意 を 損 な っ て い る と し て 本 件 処

分 を 行 い 、 通 知 書 を 請 求 人 に 交 付 し た 。　　　　　　　　　　　　 ＼

（2 ） 判 断　　　 ／　　　　　　　　　　 十づ　　　　　　　　　　　　　 ＼

ア　 扶 助 費 の 再 支 給 に つ いT て は 、 局 長 通 知 第10 の ４ に お い て 、 「盗 難 、

強 奪 そ の 他 不 可 抗 力 に よ り 前 渡 さ れ た 保 護 金 品 等 を 失 っ た 場 合 ぱ 、

失 っ た 日 以 後 の 当 該 月 の 日 数 に 応 じ て 算 定 さ れ た 額 の 範 囲 内 に お い

コ　 七 、 そ の 世 帯 に 必 要 な 額 を 特 別 基 準 の 設 定 が あ っ た も の と し て 認 忿

で き る も の で あ る こ と 」 と さ れ て い る に　　　 ニ

イ　 ま た 、＼課 長 通 知 第10 の16 の 答 に お い て 、 扶 助 費 の 再 支 給 を 行 う に

当 た り、 留 意 す べヽ き 次 の 点 を 示 し て い る 。　　 ／　　 Ｔ

Ｏ （ア ） 盗 難 、 強 奪 の 認 定 に 当 た ４ て は √ 金 額 の 多 寡 を 問 わ ず 、 警 察 に

被 害 届 を 出 し 捜 査 依 頼 を 必 ず 行 わ せ る こ と 。 ／　　　　　 －

（イ ） そ の 他 不 可 抗 力 の 認 定 に 当 た っ て 、 そ の 他 と し て は 遺 失 等 が 考

え ら れ る が 、 社 会 通 念 上 一 般 に 要 求 さ れ る 程 度 の 注 意 を し た に も



か か わ ら ず 、 遺 失 し た こ と が 挙 証 さ れ な い 限 り 、 不 可 抗 力 と は 認

め ら れ な い こ と 。 遺 失 の 場 合 も 、 警 察 に 遺 失 届 の 提 出 を 必 ず 行 わ

‥　 せ る こ と 。　　　　　　　　　 レ

（ ウ ） 被 保 護 者 か ら 扶 助 費 の 再 支 給 のダ申 請 が あ っ た 場 合 に は 、 本 人 及

ぴ 関 係 者 等 か ら 事 情 を 詳 細 に 聴 取 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 実

地 調 査 等 を 行 い 、 失 っ た 理 由 、 金 額 、 当 時 の 手 持 金 等 に つ い て 十

分 に 確 認 す る こ と Ｏ　　　･1.1　111　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　｡
（エ ） 盗 難 等 に よ り 保 護 金 品 を 失 っ た と い う 特 別 な 事 情 が あ る の で 、

通 暼 の 扶 養 は 期 待 で き な い 者 も 含 め 援 助 を 受 け る こ と を 指 導 し 、

扶 養 依 頼 を 行 う こ と 。　　　
よ　　　　　　　　　　 り

（オ ） 一 般 に 、 保 護 費 を 紛 失 し 再 支 給 を 申 請 す る ケ ー ス は 、 保 護 費 の

大 部 分 を 携 帯 し 金 銭 管 理 に 注 意 を 欠 く 例 が 多 い の で 、‘ 生 活 上 の 指

二 導 を 十 分 に 行 い 、 必 要 以 上 の 金 品 を 携 帯 す る こ と の な い よ う 配 慮

す る こ と 。･･　　　　　　　　　　　 卜 ご　　　　　　　　　　 。
（カ ） 被 保 護 者 が 預 貯 金 を 有 し て お り 、 こ れ を 充 て れ ば 最 低 生 活 が 可

能 と 認 め ら れ る 場 合 は ご 自 己 の 急 迫 ＝緊 急 状 態 を 回 避 す る た め 、

最 優 先 と し て 預 貯 金 を 生 活 維 持 に 充 て さ せ る こ と 。

ウ　 処 分 庁 は 、 請 求 人 が 殴 打 さ れ 扶 助 費 を 奪 わ れ た こ と に よ る 平 成22

年 ６ 月 ８ 日 付 け 保 護 変 更 申 請 に 対 し 、 局 長 通 知 及 び 課 長 通 知 の 趣 旨

か ら 、 「 強 奪 」 に つ い て も 「 実 質 的 に 見 て 不 可 抗 力 で あ る こ と が 必

要 」 と 解 し た 上 で 、 「深 夜 の 時 間 帯 に 当 該 月 の 生 活 に 充 て る べ き 扶

助 費 の 大 部 分 を 持 り て 外 出 し た こ と 」 は 「 明 ら か に 不 自 然 」 か つ

「社 会 通 念 上 一 般 に 要 求 さ れ る 程 度 の 注 意 を 失 し て い た こ と は 明 ら

’か 」 と し て 、 扶 助 費 の 再 支 給 を 要 す る卜「 強 奪 」 と は 認 め ら れ な い と

１ 判 断 し 、 平 成22 年 ６ 月15 日 付 け で 本 件 処 分 を 行 っ て い る 。

孑　 そ こ で 、 こ れ ら の 処 分 庁 り 判 断 に つ い て 検 討 す る 。 ま ず 、 処 分 庁

は 、 「深 夜 の 時 間 帯 に 当 該 月 の 生 活 に 充 て る べ き 扶 助 費 の 大 部 分 を

持 っ て 外 出 し た こ と」 を 「明 ら か に 不 自 然 」
、 と し て 寸 強 奪 」 と は 認

コ め ら れ な い と 主 張 す る 。　 ユ　　　　　　 ／
こ れ に 対 し 、 請 求 人 は 、 ３ の（1 ）及 び（2 ）に 記 載 の と お り 、 請 求

人 が 深 夜 の 時 間 帯 に 外 出 し た 理 由 及 び 扶 助 費 の 大 部 分 を 持 ち 出 し た

理 由 に つ い て 説 明 を 行 っ て い る が 、 処 分 庁 は ど の よ う な 理 由 か ら こ

れ をF 明 ら か に 不 自 然 」 と 考 え る の か 、 ま た 、 ど の よ う な 判 断 基 準

を も っ て 「強 奪 」 と 認 め ら れ な い と 判 断 し た の か に つ い て 、 そ の 理

由 を 明 ら か に し て い な い 。 し た が っ て 、=こ の 点 に つ い て の 処 分 庁 の

主 張 に は 理 由 が な い 。　　　 ’　 ご
オ　 次 に 、 処 分 庁 は 、 「深 夜 の 時 間 帯 に 当 該 月 の 生 活 に 充 て る べ き 扶

助 費 の 大 部 分 を 持 っ て 外 出 し た こ と 」 を 「社 会 通 念 上 一 般 に 要 求 さ

れ る 程 度 の 注 意 を 失 し て い た こ と は 明 ら か 」 と し て 「強 奪 」 と は 認

め ら れ な い と 主 張 す る 。

し か し な が ら 、 社 会 通 念 上 一 般 に 要 求 さ れ る 程 度 の 注 意 を し て い

た か 否 か に つ･い て は 、 イ の （イ ） に 記 載 の と お り 、 遺 失 等 の 場 合 に
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これを不可抗力ど認めるかの.判断基準變あるかち、処分庁の主張に
は理由がない．　　　　　　　 十　　　　　　　　　　　　　 ∧
したがって、「深夜の時間帯に当該月の生活に充てる.べき扶助費
の大部分を持って外出したこと」だけをもって、「強奪」とは認め
イ）れないとする処分庁の判断は不当であるＯ
ヵ　 よって、本件審査請求における請求人の主張を認め、行政不服審
査法（昭和37年法律第160 号）第40条第３項の規定により、主文の
とおり裁決する√　　　　　 上

平成22年10月14日
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